
                                 平成１９年９月２０日 
川崎市環境影響評価に関する条例第２２条第２項に基づき「鹿島田駅西部地区第一種市街地再開発事業」に係る条例

見解書の写しの縦覧を次のとおり行います。 

環境アセスメントに係る 
縦覧等のお知らせ

※「条例見解書」とは、条例環境影響評価準備書に係る市民意見等に対する指定開発行為者の見解を示したものです。

指定開発行為者 
鹿島田駅西部地区再開発株式会社 
川崎市幸区鹿島田８９０－７ 
代表取締役  倉橋 正也 

指定開発行為の名称 鹿島田駅西部地区第一種市街地再開発事業 

指定開発行為の種類 

都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為（第３種行為） 
高層建築物の新設（第１種行為） 
住宅団地の新設（第２種行為） 
大規模建築物の新設（第２種行為） 

指定開発行為を実施する

区域 
川崎市幸区鹿島田８９０－７ ほか 
（敷地面積：約２２，８２０㎡） 

指定開発行為の目的 共同住宅及び生活利便施設の建設並びに公共施設の整備 

指定開発行為の内容 

住宅棟：延べ面積 約 78,150 ㎡、建物階数 地上 47 階地下 2 階、建物高

さ 約 165ｍ、計画戸数 約 620 戸、計画人口 約 1,860 人 
生活利便施設棟：延べ面積 約 20,150 ㎡、建物階数 地上 6 階地下 1 階、

建物高さ 約 35ｍ、 
公共施設： 古市場矢上線、市道鹿島田３号線の整備 
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指定開発行為の施行期間 着手予定：平成２０年度 
完了予定：平成２４年度 

縦覧期間及び時間 
期間:平成１９年９月２０日（木）から 

平成１９年１０月１９日（金）まで 
（ただし、土曜日、日曜日等閉庁日は除く） 

縦 覧 場 所 

川崎市：幸区役所、日吉出張所、中原区役所及び本庁（環境局環境評価室） 
（午前８時３０分から午後５時まで） 

横浜市：神奈川区役所、鶴見区役所、港北区役所、保土ヶ谷区役所、西区役所、

南区役所及び横浜市役所（環境創造局環境影響評価課） 
（午前８時４５分から午後５時１５分まで） 

大田区：矢口特別出張所、嶺町特別出張所、鵜の木特別出張所、雪谷特別出張

所、久が原特別出張所、千束特別出張所及び大田区役所（環境保全課） 
（午前９時から午後５時まで） 

品川区：荏原第一地域センター、荏原第二地域センター、荏原第三地域センター

及び品川区役所（環境清掃事業部環境課） 
（午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

目黒区：南部地区サービス事務所及び目黒区役所（環境清掃部環境保全課、区政

情報コーナー） 
（午前９時から午後４時３０分まで） 

条例公聴会の開催につい

て 
 

・条例準備書関係住民から条例公聴会の開催申出があった場合で市長が必要と認め

るときは、その開催について公告します。 
・条例公聴会開催申出書の提出期限：平成１９年１０月１９日（金）まで（郵送の

場合は１０月１９日消印有効） 
・申出書の用紙：それぞれの縦覧場所に用意しています。 
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申出書提出先・問い合わ

せ先 

川崎市環境局環境評価室 電話番号：０４４－２００－２１５６ 
〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町１番地 
http：//www.city.kawasaki.jp/30/30kansin/home/assess.htm 
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条例公聴会開催の申出がある場合  申出がない場合 
 
     

  ① 条例公聴会の開催 
 
 
      ② 川崎市環境影響評価審議会での審議 
 
 
      ③ 条例審査書の公告 
 
 

④ 条例評価書の公告 

上記審議会からの答申を基に、環境の保全の

見地から市長意見を記載した書類を公告しま

す。

条例審査書を基に、条例準備書の記載内容を

再検討した上で、事業者の見解を記載した書

類を公告します。

環境影響評価の内容を審議し、その結果を市長

に答申します。 

市長が意見を聴こうとする事項について意見

を述べることができます。 

 


